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１２月１４日（土）に新協議会立ち上げ準備会を開催します！

発行/芝第 2・第 5 地区

蕨芝線・芝神根線沿道

まちづくり協議会 

□ 記事：準備会開催について、沿道意見交換会の開催報告、アンケート調査結果報告、第１０回協議会開催報告 

芝第 2・第 5 地区 蕨芝線・芝神根線沿道まちづくり協議会 

平成２５年 11 月 

アンケート調査結果（計画道路にかかる方の回

収率 85.5％）を受け、計画道路に土地・建物がか

かる権利者等で構成する新協議会立ち上げのため

の準備会を 12 月 14 日に開催します。 

都市計画道路に土地・建物がかかる方等で今ま

で協議会に参加されていなかった方にも今後、参

加いただきたいと考えております。 

より多くのご意見を踏まえて、検討を進めてい

きたいと考えていますのでたくさんのご参加をお

待ちしております。 
■対象者 

再検討
すべき 

10名（8.1％） 

良いと思う
77名 

（62.6％） 

おおむね良いと
思うが、 

確認したい 
ことがある 

21名（17.1％）

無回答
15名 

（12.2％） 

ＱＱ.. 協協議議会会でで取取りりままととめめたた道道路路整整備備にに当当たたっってて

配配慮慮すすべべきき事事項項（（注注１１））のの内内容容ににつついいてて  

「おおむね良い」が約８割 

ＱＱ..地地区区全全体体のの土土地地区区画画整整理理事事業業をを見見直直しし、、

防防災災上上のの観観点点かからら、、都都市市計計画画道道路路のの早早期期

整整備備をを目目指指ししてていいくくここととににつついいてて  

【【アアンンケケーートト結結果果抜抜粋粋】】  

※アンケート
結果の続きは
Ｐ３以降を参
照下さい。 

再検討 
すべき 

20名（16.3％） 
おおむね良いと 

思うが、 
確認したい 
ことがある 

27名（21.9％） 

無回答
7名 

（5.7％）

良いと思う
69名 

（56.1％） 

早期整備におおむね 
賛成している方が約８割

平成25年 
6月8日 

7月28日 

8月 

10月12日

12月以降 

日時：平成２５年１２月１４日（土）  

１０：００～１１：３０ 

場所：川口市芝市民ホール  

内容：これまでの活動経緯と新協議会の進め方について 

対象者：蕨芝線・芝神根線沿道対象区域の方（右図参照）

沿道整備計画（案）

新協議会の立ち上げ 

蕨芝線・芝神根線 沿道意見交換会

第10回 『まとめ』 
新協議会立上げに進むか判断

意向調査・アンケート実施 

第９回 『沿道整備計画（素案）』の確認

注１：協議会で取りまとめた道路整備に当たって配慮すべき事項 
１．道路にかかる方の希望を考慮した整備の検討を行う。 
２．道路整備の課題の多い区域については、背後の方にも協力をお願いする。 
３．周辺の市有地や低未利用地等を代替地として活用することを検討する。 
４．使い勝手の悪い残地や不規則な交差点の解消を図るための検討を行う。 
５．計画やスケジュールを十分、住民に周知しながら進めていく。 

対象区域 
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抜粋①（合意形成について） 

意見 部分部分で整備を進めて、都市計画道路全体が整備できなかったら、どうするのか？ 

（回答）つぎはぎの状態が長く続かないように、できるだけ道路全体が早期整備できるよう 

に、努めていきます。 

 

抜粋②（新協議会について） 

意見 参加人数が少ないまま、新協議会を開催すると、その人達の都合で進んでいくのではない

か？ 

（回答）もっと参加人数を増やし、多くの方のご意見をうかがいたいと考えております。   

    ニュースの発行などで周知が進むように今後も努めていきます。 

 

抜粋③（合意の判断基準） 

意見 新協議会では、理想的な割合である100％～80％の合意を得られるように考えて進めてほし

いと思います。 

（回答）私どももやるからには８０％以上の合意をいただいて取り組めればありがたいです。

目標としては、100％の合意が取れるようにしたいと思っています。 

●説明内容 

■芝第２・第５地区のまちづくりについて 

■沿道整備計画（案）について 

■アンケート調査について 

■今後の流れ 

日 時：平成２４年 7 月２８日（日） 

１０：００～１１：3０ 

会 場：芝市民ホール３F  参加者：30 名 

協議会の検討内容をまとめた沿道整備計画（案）、及びアンケート調査（７月下旬に実施）

について説明し、意見交換を行いました。 

■沿道意見交換会会場風景 

日 時：平成２5 年 7 月 28 日（日） 10：00～11：30 

場 所：川口市 芝市民ホール 出席者：30 名 
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 権利者数 回収数 回収率 

全体 254 名 123 名 48.4％ 

計画道路にか

かる人 

76 名 65 名 85.5％ 

アンケート調査へのご協力ありがとうございました！ 

（H25 年 10 月 7 日までの回収分）

芝第２・第５地区の蕨芝線・芝神根線沿道に土地・建物を所有されている方を対象とし

てアンケート調査を行いました。集計結果がまとまりましたので、報告いたします。 

アンケート結果の概要としては、道路整備において配慮すべき事項について、概ね賛成

が８割となっています。また、道路にかからない方で道路整備に「協力しても良い」、「参

加を考えても良い」という方が約７割いました。 

＊平成 25 年 7 月末に、ポスティングまたは郵送配付。

返信用封筒による郵送回収及び訪問回収。 

○調査内容 
・ これまでの暮らし方について 

・ 協議会の活動について 

・ 芝第２・第５地区のまちづくりについて 

・ 都市計画道路（蕨芝線・芝神根線）

の整備について 

・ 道路整備に対するお考え 

アンケート調査結果①

アンケート対象範囲 

■回収状況 

■アンケート対象区域 ■アンケート日程 

7.28    沿道意見交換会  

      （アンケート調査実施の通知） 

7.29～   アンケート配付 

8.2     ポスター掲示 

8.20    アンケート締切       

8.20～8.22 アンケート投函お願い文現地配付 

8.22～9.6  訪問回収           

9.3～9.4  アンケート投函お願い文配付（郵送者）

年 齢 居住年数 家族構成 

６０代以上が約６割 「３０年以上」が約７割

夫婦のみ
27名 

（21.9％）

単身
15名 

（12.2％） 
その他 

5名 
（4.1％） 

無回答
4名（3.3％）

親子 
48名 

（39.0％）

３世代
（親・子・孫） 

24名 
（19.5％） 

「親子」「親・子・孫」が約６割 

40代 
14名 

（11.4％） 

30代 
4名（3.3％） 

30歳未満 
１名（0.8％） 

60代 
25名 

（20.3％） 

70歳以上 
54名 

（43.9％） 

無回答 
1名（0.8％） 

50代 
24名 

（19.5％） 15～30年
くらい 

13名（10.6％）

10～15年
くらい 

3名（2.4％） 

5～10年
くらい 

6名（4.9％） 

30年以上
90名 

（73.2％） 

5年以内 
2名（1.6％） 

無回答
2名 

（1.6％） 

その他
7名 

（5.7％） 
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１位 防災性の向上 

２位 交通安全の向上 

３位 住環境の向上 

４位 まちなみ景観の向上 

５位 利便性の向上 

６位 コミュニティの向上 

１位 交通安全    

２位 騒音・排気 

３位 道路にかかる方が 

どうなるのか 

４位 交通容量の低下・

事故の原因 

５位 近所付き合い等

６位 防犯 

●特に期待するもの ●特に不安に思うもの 

都市計画道路整備について（期待するもの・不安に思うもの） 

協議会の活動について 

 ＊都市計画道路整備について、期待するもの、不安に思うものについて１位から６位まで順位をつけて回答頂き、各項目の

得票数を換算（ １位 ６点、 ２位 ５点、 ３位 ４点、 ４位 ３点、 ５位 ２点、 ６位 １点）し、集計しました。 

①協議会の活動の認知度 ②まちづくりニュースの認知度 

芝第２・第５地区のまちづくりについて／道路整備に当たって配慮すべき事項（その他のご意見抜粋） 

498 

496 

427 

275 

255 

172 

408

332 

213 

177 

アンケート結果は、まちづくりニュース１ページに掲載しています。 

無回答 
6名（4.9％）

知っている 
72名 

（58.6％） 

このアンケートで、

初めて知った 
11名 

（8.9％） 

協議会が 
発足したことは 

知っている 
34名（27.6％） 

「協議会が発足したことは
知っている」が約９割 

●道路整備に当たって配慮すべき事項（その他の

ご意見抜粋） 

 

・ 騒音が不安である。騒音対策を市で対応して

いただけるかが聞きたい。（道路整備につい

て） 

・ 個々の意見の配慮と検討。（権利者への配慮）

・ 道路整備という公共事業の方に気をとられす

ぎ。道路のルールを変える事も検討すべき。

（ルールについて） 

・ 現在の住宅の数を考えますと、代替地は無理

だと思われます。（代替地について） 

●芝第２・第５地区のまちづくりについて（その他の

ご意見抜粋） 

 

・ いつ頃から始めるのか？早々に家が古くなっ 

て、建て替えたいと思っているので。（整備時

期について） 

・ 現在使用している道路の拡幅で対応出来ると 

ころは対応するべき。（道路幅員について） 

・ 予算、代替地が少ないと思われ、補償が不足

すれば市民流出も考えられる。（予算、補償に

ついて） 

・ このままの方が良い。（現状維持） 

何度か読んだ

ことはある 
46名 

（37.4％）

毎回読ん

でいる 
50名 

（40.6％） 

読んだことが 
ない 

23名（18.7％）

無回答 
4名（3.3％） 

「読んだことがある」が約８割 

472 

502 

アンケート調査結果報告②
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①補償の内容     

②移転先（代替地） 

④ローン・税金 

③引っ越しや仮住まい 

⑤その他 

●あなたが望む将来の暮らし方について ●あなたが心配・不安に思うこと 

●心配・不安な点（その他のご意見抜粋） 

 

・ 歳なので今さら新築しても引越が大変。（現状維持）

・ 1～4 全部不安（全項目） 

・ 現在ローン返済中。完済しないと家を壊す事が出来

ないとの事。最大の悩むところ！自営のため、仮住

まいの事も大きな課題！（補償について） 

・ アパートの入居者への説明、退去の補償条件 etc 

（補償について） 

・ 移転するつもりはない。（現状維持） 

 

●将来の暮らし（その他のご意見抜粋） 

 

・ 補償金によって移る場所等を考えたい（補償金に

ついて） 

・ 背後の方は土地も広く空き地となっている。少し

そちら側へ移動し、全体で協力し合うべき。今の

所は動きたくない。（現状維持） 

・ 今の場所付近で同条件の場所で再建したい。年齢

的にローンは絶対に無理なので、市で考慮して欲

しい。（現状維持） 

・ 今の場所を活用したい。歳なので工事は 30 年後 

にして欲しい。（現状維持） 

道路にかかる方のご意向・ご不安な点 

道路にかからない方のご意向 新協議会について（参加しやすい日時） 

・仕事上参加できない  

・高齢、体調不良のため、参加できない 

・遠方地のため参加できない。 

道路にかかる方
総数：69 名 

道路にかかる方総数：69 名  総回答数 117 

52名 

（75.4％） 

28名（40.6％） 

14名（ 20.3 ％） 

9名（13.0％） 

14名（20.3％） 

地区外に 
移りたい 

2名（2.9％） 

地区内又は近
くで、条件が良
いところがあれ
ば引っ越しても

良い 
12名（17.4％）

無回答 
7名 

（10.1％） 今の場所付近で
再建したい・土地

利用をしたい 
32名 

（46.4％） 

その他 
16名 

（23.2％） 

「今の場所付近で再建」、「地区内で引越し」
が約６割 

「協力しても良い」、「参加を考えても良い」
が約７割 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平日
19名

（14.8％）

どの曜日
でも良い

20名
（15.6％）

無回答
23名

（18.0％）

午後
（２時頃～）

20名
（16.3％）

夜
（７時頃～）

14名
（11.4％）

どの時間
帯でも良い

12名
（9.7％）

無回答
24名

（19.5％）

日曜日
30名

（23.5％）

午前
（10時頃～）

53名
（43.1％）

土曜日
36名

（28.1％）

曜日

時間帯

総回答数

（128）

総回答数

（123）

条件によっては、
参加を考えても

よい 
14名（27.4％） 

あまり関わり
たくない 

11名 
（21.6％） 

土地・建物は残
したいが、整備

に協力してもよい
10名（19.6％） 

土地・建物を売
却して、整備に
協力してもよい 
11名（21.6％） 

無回答 
4名（7.8％）

その他 
1名 

（2.0％） 

アンケート調査結果報告③

道路にかからない方
総数：51 名 
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• まちづくり協議会の活動の認知度       約９割

• 都市計画道路の早期整備におおむね賛成   約８割

• 道路整備に当たって配慮すべき事項への賛同 約８割

「沿道整備計画（案）」の内容に概ね賛同頂けた。

アンケート（計画道路にかかる方の

回収率 85.5％）の結果を受けて、「沿

道整備計画（案）」を「沿道整備計画」

としました。 

アンケート結果を受け、道路にかかる権利者を基本とした新協議会を立ち上げること

とし、新協議会の体制、スケジュール、活動内容等の予定について、確認しました。 

■新協議会の体制 

開催日時等 

平成２５年１１月以降の土曜日又は日曜日の午

前中を基本に開催を予定しております。 

芝第２・第５地区蕨芝線・芝神根線沿道まちづ

くり協議会（今までの協議会と同じ名称です） 

目   的 名   称 

蕨芝線・芝神根線の整備と沿道を含めた良好

な住環境の向上を図るまちづくりの実現に向

けて「沿道整備計画」の考え方を基本として、

関係権利者と行政が協働で具体的な事業計画

案の検討を行い、事業化の合意を得るために開

催します。 

＊②まちづくり検討区域…背後の方にも協力をお願い

し、土地の入れ替えによる沿道整備を検討する区域。

協議会
現在の協議会の委員

協議会（現在の協議会の委員）

① 計画道路にかかる土地・建物を

所有されている方

② まちづくり検討区域内に土地・

建物を所有されている方

③ まちづくり検討区域外で整備に

協力を予定されている方

＋

新協議会

沿道整備計画の考え方を基に事業化に

向けた具体的な検討を行います。

◆概念図

「沿道整備計画」 

日 時：平成２5 年１0 月 12 日（土） 10：00～12：00 

場 所：川口市芝市民ホール 出席者：協議会委員１６名 

構 成 

現在の協議会委員で参加を希望される方に加え

て、対象区域内の以下の関係権利者で構成します。

 

① 計画道路にかかる土地・建物を     

所有されている方 

② まちづくり検討区域内に土地・  

建物を所有されている方 

③ まちづくり検討区域外で整備に 

協力を予定されている方 

（関係権利者に代理人を立てることも可とします。） 
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意見２： 沿道に住宅が新築されているが、何らかの条件をつけた上で許可が下りているのか？い

つ頃から、建築確認申請の際に建築を差し止められるのか？ 

事務局： 土地区画整理事業区域の都市計画決定により、都市計画法第 53 条の制限がかかってい

るため、条件を満たしたもの（３階建て以下でかつ構造が軽微なもの（木造等））につい

てのみ許可しています。事業認可の翌日からは、事業化したエリアについて、原則建築が

制限されます。 

事務局： 事業認可前は、条件を満たせば、建築が許可されます。例えば、芝富士地区も元々はほ

とんどがたんぼでしたが、条件に沿って建築が進んだ結果、現在の状況になっています。

意見３： 事業化のスケジュールはどうなっているのでしょうか？ 

事務局： 順調に検討が進み、合意がとれれば、国に予算要望を出し、その翌年度から事業予算が

出ます。順調に行けば、平成 27 年度から事業を進めることができます。 

事務局： 予算など市の中で調整しています。スムーズに進めば、平成 27 年度から事業化するこ

とを想定しています。 

意見４： どのくらいの合意で事業化の判断をするのか？ 

事務局： ８割を意識して、合意が貰える様に進めていきます。事業着手後は合意 100％を目指

します。 

意見５： 都市計画道路の幅員についてですが、16ｍも必要ないと思います。歩道の道幅は 3.5ｍ

必要なのでしょうか。その点を検討してほしいと思います。 

事務局： 歩道については、車いすの通行を考えると 3.5ｍは必要です。道路部分についても、歩

行者の安全を確保するために自転車レーンを設置することを考えると、９ｍ必要です。 

委 員： 郵便局あたりではよく渋滞しています。現状の道路の幅員では不十分だと思います。 

意見１： 新協議会となり委員の数が増え、規模が大きくなることで、審議が順調に進まなくなる

ことを懸念しています。 

委 員： 役員を選出し、その役員が事前に検討内容について確認してから協議会を開催すること

が必要だと思います。 

事務局： 道路にかかる権利者とまちづくり検討区域の権利者を合わせて、新協議会の委員の人数

は 120～130 人程です。しかし、全員が会に出席して頂くのは不可能だと考えています。

まちづくり検討区域ごとに代表的な方を選んで、会を進めていくことも考えていきます。

対象区域 

芝第 2・第 5 地区内の蕨芝線及び

芝神根線、2 路線と一体的に整備が考

えられる区域（両路線を一つの協議会

で検討を進めていきます。） 

■新協議会の体制（続き） 

蕨
芝
線 

芝神根線 芝第２・第５地区（43ha） 

南浦和前川線 

①道路にかかる土地・建物を所有
されている方 

②まちづくり検討区域内に土地・
建物を所有されている方 

③まちづくり検討区域外で整備に
協力を予定されている方 

対象区域 

産
業
道
路 

南浦和前川線

（約８ha） 
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準備会 『これまでの経緯と新協議会の進め方について』 平成 25 年 12 月 7 日
・これまでのまちづくり活動経緯について 

・新協議会の進め方について 

第１回 『事業のしくみについて』 
・事業手法と事業のしくみについて 

第２回 『移転補償と土地評価について』 
・移転補償のしくみについて 

・土地評価と用地買収価格、代替地（換地）のしくみ等について

第４回 『まちづくりプランについて①』 
・個々の意向を踏まえたまちづくりプランについて（方針） 

第５回 『まちづくりプランについて②』 
・まちづくりプランについて（具体的な整備イメージ・費用） 

・アンケートの実施について 

・プランと事業化への合意の判断
・対象：新協議会検討区域の権利者 

第６回 『今後の進め方について』 
・これまでの活動について 

・今後のスケジュールについて 

合意の得られたところから事業手続きに進む

平
成
２
５
年
度

平
成
２
６
年
度
以
降 

第３回 『将来の住まい方について』 
・将来の生活設計について（どのような暮らし方が考えられるか） 

・個別相談会について 

事業化判断アンケート 実施 

個別相談会 

（個々の抱える課題・将来の暮らし方等を個別に伺います） 

 お問い合わせ 
発 行：芝第２・第５地区蕨芝線・芝神根線沿道まちづくり協議会 

事務局：川口市 都市整備部 区画整理課 

 住 所：〒334-8511 川口市三ツ和 1-14-3 

 Ｔ Ｅ Ｌ：048-258-1110（代表） Ｅメール：130.05000@city.kawaguchi.lg.jp

新協議会 活動スケジュール

【整備の基本方針
の検討】

・事業手法の比較
・課題の整理
・事例地視察
・まちづくり

プランについて
・整備の進め方

について

新 協 議 会

【権利者を対象とし
た具体的な事業化の
検討】
・整備区域や事業の

仕組み、まちづく
りの案の検討

・用地取得や補償
の仕組み

・概算補償モデル
の提示

権
利
者
合
意

事
業
手
続
き

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

協 議 会

ま
ち
づ
く
り
勉
強
会

注） あくまでも検討が順調に進んだ場合のスケジュールです。

ま
ち
づ
く
り
提
案
書

沿
道
整
備
計
画
案

事
業
計
画
案

最短で平成27年度には、合意の得られたところから事業

化の手続きに入っていけるように検討を進めていきます。 

新協議会では、権利者を対象とし

た具体的な事業化の検討を行い、事

業計画案を作成します。事業計画案

について合意が得られたところか

ら、事業化の手続きに入ります。 

（意見交換続き） 

事務局： 歩道の植樹マスのスペースを除けば、歩道幅が２ｍとなりますが、その場合、照明灯や

ガードレールが入りません。 

また、車いすの方がすれ違うには 3.5ｍ必要です。国としては、高齢社会に対応するため

歩道を３ｍ確保していくという考えを持っています。 

事務局： 当地区は高齢者が多く、歩行者の安全を考えると歩道は 3.5ｍを確保した方がよいので、

やはり幅員は 16ｍ必要だと思います。 

＊内容や回数につ

いては、協議会の

進 み 具 合 に よ っ

て、変わる可能性

があります。 

 

＊具体的な開催日

時については、後

日 お 知 ら せ し ま

す。 

合意8割
以上 
（目安）

合意 8 割 
以下 
（目安）

【権利者を対象とし
た具体的な事業化の
検討】 
・整備区域や事業の 

仕組み、まちづく 
りの案の検討 

・用地取得と土地評
価のしくみ 

・移転補償の考え方 
 

平成 25 年 12 月 14 日


